
　１．はじめに

　自動車は、今やビジネスや生活等に欠くことので

きないものになった。２０００年における世界の自動車

保有台数の約１割が日本に存在している。このよう

な自動車交通の増加により、窒素酸化物（ＮＯｘ）、

粒子状物質（ＰＭ）等に起因する大気汚染および二酸

化炭素（ＣＯ２）等による地球温暖化問題への対応が求

められており、その一つの対策として、国をはじめ

とし環境にやさしい自動車（ＥＦＶ：Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ 

Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｖｅｈｉｃｌｅｓ）の普及が鋭意進められている。

　耐久消費財として今や我々の日常生活に密着して

いる自動車は１００年にわたる歴史を持ち、その技術

的完成度は非常に高い。一方、ＥＦＶの多くは既存

の自動車に対しまだまだ普及台数が少なく、コスト、

利便性などが劣るため、国を中心に普及促進が図ら

れているが、今後さらに普及させていくために、こ

れらの普及促進措置は大変重要な役割の一つを担っ

ている。

　ここでは、国内におけるＥＦＶ普及促進のための

最近の施策を中心に概括するとともに、それらの措

置による普及実績、期待される効果および今後の課

題をまとめる。

　なお、ＥＦＶの専用インフラ構築のための支援、

あるいは市場の中で競合する既存車の使用制限など

も間接的にはＥＦＶ普及促進につながるものである

が、本報告では、ＥＦＶ自体の普及に焦点をあてた

施策を中心に扱うものとする。また政策的に導入を

進めている低公害車、低燃費および低排出ガス認定

車等の大気汚染改善あるいは自動車からの二酸化炭
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　自動車交通に起因する大気汚染および地球環境問題への対応として、環境にやさしい自

動車の普及が進められている。それらの自動車の普及のため、開発および販売段階、取得

段階、保有段階、ならびに使用段階において種々の普及促進施策が講じられている。環境

にやさしい自動車普及を目標にした最近の普及促進施策、特徴をまとめるとともに、それ

らの施策による普及実績、期待される効果およびさらなる普及に向けての課題を概括した。
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素排出量低減を目的として普及が行われている自動

車をＥＦＶとし、その効果の検証や大気汚染への実

態への言及は議論しないものとする。

　２．ＥＦＶの普及促進手法

　ＥＦＶの普及促進を図る手法は、一般的に規制的

手法と経済的手法に分けることができる。以下にそ

れぞれの手法の特徴を述べる。

　２－１　規制的手法

　自動車の開発および販売段階、取得段階ならびに

使用段階において、種々の規制がかけられる。Table 1

にＥＦＶ普及促進のための規制的手法の代表的な事

例および内容を示した。

１）開発および販売段階の規制

　米国のＣＡＦＥ規制（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ａｖｅｒａｇｅ Ｆｕｅｌ 

Ｅｃｏｎｏｍｙ：企業別平均燃費規制）は１９７５年のエネル

ギー政策保護法（Ｅｎｅｒｇｙ Ｐｏｌｉｃｙ ａｎｄ Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ 

Ａｃｔ）に基づき制定されたもので、モデルイヤーご

とのメーカー別の全販売車両の平均燃費を対象とし、

企業別平均燃費基準値を達成しない場合には罰金が

科せられる。現在の規制値は、普通乗用車が２７．５マ

イル／ガロン（約１１．７ｋｍ／�）、小型トラックが

２０．７マイル／ガロン（約８．８ｋｍ／�）である。この規

制により、Fig.1に示すように、全社平均燃費は当初

着実に改善された。しかし、最近では燃費基準の改定

は行われておらず、平均燃費は向上していない１）。

　カリフォルニア州は、連邦の排出ガス基準に対し

独自の上乗せ基準を課しており、ＬＥＶ（Ｌｏｗ Ｅｍｉｓ-

ｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅ：低排出ガス自動車）規制と呼ばれてい

る２）。自動車メーカーは、この基準をクリアした

低公害車を販売しなければならない。また、カリフ

ォルニア州は、一定割合以上のＺＥＶ（Ｚｅｒｏ Ｅｍｉｓ-

ｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅ：排出ガスを出さない自動車）の販売義

務付けの動きがある（ＺＥＶ規制）。この内容は、１９９８

年以降２％、２００１年以降５％、２００３年以降１０％以上

のＺＥＶの販売を義務付けるものであったが、対象

となる電気自動車等の技術課題、インフラ整備等の

問題があり、制度の見直しが行われている。また、

自動車メーカー９社はＺＥＶ規制に対する訴訟を起

こし、連邦地方裁判所は２００３年から２年間のＺＥＶ規

制発効差し止め決定をしている。現在のところＺＥＶ

規制導入を２００５年とする改定が行われている３）。

２）取得段階の規制

　東京都環境確保条例４）では、使用者に対し排出ガ

ス基準値を満たす自動車を一定割合以上導入するこ

とを義務付けられている。都内で２００台以上の自動

車を使用する事業者は、知事が定める低公害車を平

成１７年度末までに５％以上導入することが義務付け

られている。また、同条例では自動車を３０台以上使

用する事業者は、自動車の使用合理化や低公害車の

導入等を記載した自動車環境管理計画書を知事に提

出し、その実績を報告しなければならない。

３）使用段階の規制

　ＥＦＶ自体の普及を直接的に支援するものではな

いが、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法、東京都環境確保条例な

どは、一定の排出ガス基準を上回る車種の使用を規

制するものである。自動車ＮＯｘ・ＰＭ法は、設定された

排出ガス基準に適合しない規制対象車両の特定地域

内の使用を規制するものであり、非適合車には車検

証が交付されず、その地域では事実上使用不可能に

なる。東京都環境確保条例は、粒子状物質排出基準

に適合しないトラックやバス等のディーゼル車の都

内での走行が禁止されている。
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Table 1　ＥＦＶ普及促進のための規制的手法

内　容事　例段階

・燃費規制
・販売台数の義務づけ

米国ＣＡＦＥ＊１

カリフォルニア州
ＺＥＶ規制＊２

開発
販売

・一定規模以上使用者への自
動車使用管理計画作成
・使用者へのＥＦＶの導入義務
・使用者への自動車環境管理
計画書提出、実績報告義務

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
東京都環境確保条例取得

・設定された排出ガス基準に
適合しない規制対象車両の
特定地域内の使用規制
・排出基準に適合しないディ
ーゼル車の運行禁止

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
東京都環境確保条例使用

出典）＊１：参考文献１）。
　　　＊２：参考文献２，３）。
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出典）参考文献１）およびｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐａ．ｇｏｖ／ｏｔａｑ／ｃｅｒｔ／ｍｐｇ／
ｆｅｔｒｅｎｄｓ／ｓ００００３．ｐｄｆ

Fig. 1　年度別全車平均燃費の変遷（全メーカー平均）



　２－２　経済的手法

　自動車の開発および販売段階、取得段階、保有段

階ならびに使用段階における経済的支援が考えられ

る。Table 2にＥＦＶ普及促進のための経済的手法の

代表的な事例および内容を示した。

１）開発および販売段階における経済的な支援

　ＥＦＶやその技術の研究開発に対する自動車メー

カへの支援がある。現在、国土交通省は、マーケッ

トが小さいためコスト高になりＥＦＶ開発が進みに

くい大型自動車の分野に、次世代低公害車技術開発

支援を行っている。このプロジェクトは平成１４年度

から３ヶ年計画で総予算５０億円が予定されており、

対象車種は、ＤＭＥ（ジメチルエーテル）自動車、天

然ガス自動車、スーパークリーンディーゼル車、次

世代ハイブリッド自動車等となっている５）。そのほ

か、マーケットでのＥＦＶの実証試験に対する支援

も行われている。

２）取得段階

　使用者の車両購入費補助、租税減額および車両購

入費の低利融資がある。車両購入費補助は、国土交

通省、経済産業省、環境省および地方自治体等が一

定の基準を満たすＥＦＶを対象に行っている。

３）保有段階

　保有段階においては自動車税の減額が行われてい

る。

　使用段階では、燃料諸税の減額がある。欧州では

バイオ燃料等の低公害燃料の税が減額されている国

がある。国内においては石油で以外の自動車用燃料

に、自動車関係の税がかかっていないケースもある

が、使用量が少ないためであり、燃料への積極的な

減税または助成は日本では行われていない。その他、

自治体がＥＦＶに係る駐車場の使用料割引措置を実

施している例がある。

　２－３　ＥＦＶの普及促進手法の特徴・効果

　ＥＦＶ普及のための規制的手法および経済的手法

は、通常それぞれの得失に応じて使い分けられる。

ここでは種々の普及促進手法の特徴、期待される効

果についてまとめる。

　市場経済社会においては、自動車交通に起因する

環境問題改善効果が規制的手法と経済的手法で同じ

場合、消費者の「選択の自由」を保証するという意

味で、経済的手法の方が望ましいと考えられており、

規制的手法が取られるケースは少ない。しかし、規

制的手法の方が効果が明らかに大きいと考えられる

場合には、規制的手法が取られる。この場合、ＥＦ

Ｖは市場原理で普及するわけではないので、コスト、

自動車の利便性低下などの課題が伴う場合がある。

そのため、それらの課題を緩和する施策も併せて取

られるケースが多いが、施策の規模は既存車に対す

るＥＦＶの市場競争力が一つの判断基準になる。

　経済的手法の導入は、ＥＦＶを開発するインセン

ティブを自動車メーカに与えるという効果がある。

自動車の初期販売価格には、材料費等の原価以外に

開発コスト、販売台数見込みが大きく影響を与える

と考えられるが、自動車メーカへの技術開発支援に

より、開発コストひいては初期販売コストが低下し、

それによる市場への普及が促進される。さらに、台

数の増加により相乗的に価格が低下することが期待

される。

　経済的手法の代表例の一つである、一定の基準を

満たすＥＦＶの取得に対する補助金は、購入者に対

する強い購入の動機となり直接的な普及効果が期待

される。また一方で、このような行政的な支援によ

り普及へのはずみがつくことが期待されるため、自

動車メーカは販売台数の見込みが立てやすくなる。

このような効果が相まって普及初期段階でＥＦＶの

導入が促進され、台数の増加に伴いコストが下がり

安定した普及につながる。しかし、日本において毎

年販売される自動車が数百万台程度であることを考

えると、効果のある水準に達する対象台数は膨大と

なり、補助金の金額，補助金の交付コスト、財政事

情を考慮すると、補助金のみにより大量普及させる

ことは現実的には不可能であり、一般的にこのよう
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Table 2　ＥＦＶ普及促進のための経済的手法

内　容事　例段階

・技術開発促進国土交通省次世代低公
害車開発促進プロジェ
クト＊１

経済産業省ＡＣＥﾌﾟロジ
ェクト＊２

各種実証走行試験

開発
販売

・一定の基準を満たすＥＦＶの
取得に対する補助金

・税額を燃費に応じて変化さ
せることにより、低燃費自
動車を購入するインセンテ
ィブを消費者に与える

・取得段階減税
・金利優遇

国、自治体等補助

自動車関係諸税のグリ
ーン化

自動車取得税
優遇融資

取得

・保有段階減税自動車税、軽自動車税保有

・燃料税減税
・使用段階減税
・各種優遇措置

欧州における低公害燃
料減税
駐車場割引など

使用

出典）＊１：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｔｓｅｌ．ｇｏ．ｊｐ／ｔｅｉｋｏｕｇａｉ／ｔｅｉｋｏｕｇａｉ０１．ｈｔｍｌ
　　　＊２：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｄｏ．ｇｏ．ｊｐ／
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Table 3　国内における２００３年度EFV主要普及施策

予算規模概　　要主　体名称（略称）支　　援

９．９億円
大型ディーゼル車代替ＤＭＥ（ジメチルエーテル）車、天然ガストラック、ハ
イブリッド車およびスーパークリーンディーゼルトラックを対象とした次世
代低公害車の開発・実用化促進

国交省
次世代低公害車開発促進
プロジェクト

研究開発支援

（開発・販売
段階）

９．５８憶円ガソリン・軽油以外の燃料を用いた超低燃費、低公害の高効率クリーンエネ
ルギー車の開発（ＤＭＥ自動車、次世代ハイブリッド車、天然ガス車等）

経産省

高効率クリーンエネルギー
自動車開発

１．９５憶円ディーゼル貨物車の天然ガス車への転換を促進すべく、高効率と低公害性を
同時に達成することが可能な天然ガス車の実用化推進

高効率・超低公害天然ガス
自動車実用化開発

６５．７憶円低公害バス・トラック、ディーゼル微粒子除去装置（ＤＰＦ等）の導入に対し、
地方公共団体等と協調して補助国交省低公害車普及促進対策費補

助

購入費補助

（取得段階）

１５４．３３憶
円

クリーンエネルギー車導入および燃料供給設備設置に対し費用の一部を補助。
天然ガス等の燃料電池等供給設備の設置費用の一部補助

経産省

クリーンエネルギー自動車
等導入促進事業

１２７．１憶
円

地方公共団体に対し、クリーンエネルギー車を含む新エネルギー等の大規模・
集中導入事業等の経費の一部補助

地域新エネルギー導入促進
事業

１．９４憶円ディーゼル車から省エネルギーおよび低排出ガスの省エネルギー型ＬＰガス車
へ転換するための費用の一部を補助

省エネルギー型ＬＰガス自動
車転換促進事業

１．５憶円省エネルギーの推進のため、アイドリングストップ自動車を購入する際に、
費用の一部を補助

アイドリングストップ自動
車導入促進事業

１．６９憶円地方公共団体が保有する使用過程の大型ディーゼル車へのディーゼル微粒子
除去装置（ＤＰＦ等）装着推進、地域のディーゼル車対策を促進

環境省

ディーゼル車排出ガス低減
対策推進費補助

３憶円地方公共団体が保有する一般公用車等への低公害車の導入を重点的に推進し、
地域における省エネ・代エネ対策を推進

低公害（代エネ・省エネ）
車普及事業

７．７憶円
（環境監
視等設備
整備補助
金総額）

地方自治体が大気汚染測定のための大気環境パトロール車として、測定機器
を常時搭載した低公害車を導入する際に、費用の一部を補助、「環境監視等
設備整備補助金」の一項目

大気環境パトロール車の購
入補助

２．１５憶円地方公共団体が行う、大気汚染の影響による健康被害を予防するために必要
な事業に対し交付公健協公害健康被害補償予防協会

の環境改善事業

低公害貨物自動車を購入する際に、費用の一部を補助自治体低公害車導入補助

低公害貨物自動車を購入する際に、費用の一部を補助トラック
協　会

低公害車導入補助

排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車は税率を軽減し、新車新
規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい車は税率を重くする措置国自動車税のグリーン化税制

優遇税制

（取得段階）
（保有段階）

省エネ法の燃費基準早期達成車で、最新排出ガス規制値より７５％以上排出ガ
ス性能がよい車について、３０万円を価格から控除する課税標準の特例措置国低燃費車に係る自動車取得

税の軽減措置

粒子状物質排出量が平成１５年排出ガス規制を約７５％以上低減する、車両総重
量３．５t超の軽油燃料自動車取得税の特例措置（１．５％）国低ＰＭ車に係る自動車取得税

の特例措置

最新排出ガス規制適合車の早期取得に係る自動車取得税の特例措置国最新排出ガス規制車に係る
自動車取得税の特例措置

平成１６年３月３１日までに取得したＣＮＧスタンド、メタノールスタンドおよび
水素ステーションについて、３０％の特別償却または７％の税額を控除する措
置

国
低公害車の燃料供給設備に
係る特例措置所得税・法人
税の優遇措置優遇税制

（参　考） 充電スタンド、ＣＮＧスタンドおよび燃料電池車用水素スタンドについて、固定資
産税の課税標準を２／３に軽減（３年間）、特別土地保有税を非課税とする措置国

低公害車の燃料供給設備に
係る特例措置固定資産税・
特別土地保有税の軽減措置

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に規定する排出基準適合車の取得する株式会社、組合、財
団法人等への低利融資

日本政策
投資銀行

ＮＯｘ・ＰＭ法規制適合車
取得低利融資

低利融資

（取得段階）

電気自動車、天然ガス車、ハイブリッド車および省エネ法の燃費基準早期達成
車かつ低排出ガス認定車を取得する株式会社、組合、財団法人等への低利融
資

低公害車取得低利融資

超低ＰＭディーゼル車を取得する株式会社、組合、財団法人等への低利融資低ＰＭ車取得低利融資

直接融資
７．２憶円
代理融資
１．２憶円

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に規定する排出基準適合車を取得する中小企業者への低利
融資

中小企業
金融公庫

ＮＯｘ・ＰＭ法規制適合車
取得低利融資

超低ＰＭディーゼル車を取得する中小企業者への低利融資低ＰＭ車取得低利融資

低公害車（電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）を取得する
中小企業者への低利融資

低公害車取得低利融資

貸付限度
直接貸付
０．７２憶円

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に規定する排出基準適合車を取得する中小企業者への低利
融資

国民生活
金融公庫

ＮＯｘ・ＰＭ法規制適合車
取得低利融資

超低ＰＭディーゼル車を取得する中小企業者への低利融資低ＰＭ車取得低利融資

低公害車（電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）を取得する
中小企業者への低利融資

低公害車取得低利融資

出典）参考文献７）より作成。



な補助金は永続的に続くものではないと考えられる。

　したがって、全販売車両を対象とする自動車関係

諸税に関する税額を変化させることにより、ＥＦＶ

を購入するインセンティブを消費者に与える「自動

車関係諸税のグリーン化」も行われている。自動車

関係諸税のグリーン化は、ＥＦＶの購入を消費者に

動機づけると同時に、自動車ユーザの行動を、ＥＦ

Ｖに乗ることを選好するという環境保全の方向へと

転換させる効果を持つ。もちろん、このような手法

もＥＦＶを開発する動機を自動車メーカにも与える

という効果がある。自動車の税体系、政策提言に関

する種々の研究も実施されている６）。

　また、自動車にＥＦＶであることを明示する等の

識別化は、使用者のステータスシンボルとして普及

に一定の効果があるものと考えられる。

　３．国内における普及促進施策

　これまで述べてきたＥＦＶ普及促進手法のうち、

現在国内でとられている施策は経済的手法（規制的

手法の緩和措置を含む）が中心である。各省等で推

進している経済的手法を概括する７）。

　Table 3は国等による平成１５年度ＥＦＶ主要普及施

策をまとめたものである。なお、施策の名称は便宜的

に略称とした。国土交通省、経済産業省および環境

省等により数多くの施策が実施されている。研究開

発支援では、国土交通省、経済産業省が次世代の低公

害車の開発支援を行っている。購入費補助は、これ

まで述べたように導入促進に直接的に作用するもの

であり、大きな予算が手当てされている。この中で、

特徴的な普及施策は営業用貨物自動車の普及支援で

ある。営業用貨物自動車を購入する場合は、国の購

Ｏｃｔ.，２００４ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ （　）４１

環境にやさしい自動車の普及促進施策と効果 １１３

（台）Table 4　ＥＦＶの普及実績推移

２００２２００１２０００１９９９１９９８１９９７年　　度

３，７３８，４６１２，４４９，７３０９２３，４８７４５，４７４２８，８１９８，５９３E F V 総 台 数

１６，５６１１２，０１２４，８１１５，２５２３，６４０２，０９３Ｃ Ｎ Ｇ 自 動 車

５，６００４，７００３，８００２，６００２，４００２，５００電 気 自 動 車

９１，０００７４，６００５０，４００３７，４００２２，５００３，７００ハイブリッド自動車

１１４１３５１５７２２２２７９３００メタノール自動車

１，６３９，７８２２４２，４４５１７，９５９－－－☆☆☆低燃費かつ
低排出ガス
認 定 車

１，２０３，５３７１，０４６，６１５２９９，２８９－－－☆☆

７８１，８６７１，０６９，２２３５４７，０７１－－－☆

７６，８９２，５１７７６，２７０，８１３７５，５２４，９７３７３，６８８，３８９７２，８５６，５８３７１，７７５，６４７全自動車保有台数

４．９３．２１．２０．１０．００．０EFV普及率（％）

出典）�日本自動車工業会および�自動車検査登録協力会ホームページデータより作成。
注１）低排出ガス認定車の区分
　　　☆☆☆：平成１２年基準排出ガス７５％低減レベル達成車。
　　　☆☆：平成１２年基準排出ガス５０％低減レベル達成車。
　　　☆：平成１２年基準排出ガス２５％低減レベル達成車。
　２）低排出ガス認定車の区分の凡例は以下同様である。
　３）各年３月末時点。

（台）Table 5　ＥＦＶの車種別普及実績

合　計
その他：
特殊車、
軽自動車等

特　殊
用途車バ　ス

トラック
乗用車

普　通小型
（バン）

１６，５６１３，７９９１，４３３７７０６，６９７２，８１９１，０４３Ｃ Ｎ Ｇ 自 動 車
４，６５１４，１０１２３２９６９４４７電 気 自 動 車
７４，５６４－－３７６５－７４，１８３ハイブリッド自動車
１１４－－－９６１６２メタノール自動車

１，９００，１８６５６６，０６１－－７４，７０７１，２５９，４１８☆☆☆低燃費かつ
低排出ガス
認　定　車

２，５４９，４４１１，１４４，０４９－－１９５１，４０５，１９７☆☆
２，３９８，１０１４０４，５１４－－７２，３０９１，９２１，２７８☆
６，９４３，６１８２，１２２，５２４１，４５６１，１４８６，８０７１５０，１１５４，６６１，５６８合　　　　計

出典）�自動車検査登録協力会、�日本ガス協会、�日本自動車工業会、�日本自動車研究所および�運輸低公害
車普及機構資料より作成。

注）２００３年３月末時点。



入補助に加え地方自治体または�全日本トラック協

会より一定の条件のもと、協調的な補助が行われて

いる。このため、購入者はベースの貨物自動車と比

べほぼ同等の費用で低公害車の導入ができ、普及に

大きな弾みとなっている。�運輸低公害車普及機構

は、この補助がシステムを利用するとともに低公害

車セミナーの開催、調査研究等を通して、２００３年３

月末までにＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動車を中心に累

計６，８５６台の低公害自動車の普及をはかっている。

　その他、Table 3に示したように、種々の優遇税

制および低利の融資制度がある。

　自動車税のグリーン化税制に関する優遇税制が、

後述するように普及に大きな役割を果たしている。

　４．ＥＦＶ普及実績および効果

　Table 4に、現在までに普及している国内におけ

るＥＦＶの普及実績推移を、Table 5に車種別普及実

績を示した。ＣＮＧ自動車、電気自動車等の代替燃

料系のＥＦＶは既存車と比較するとコストの問題、

燃料インフラ整備に一定の時間がかかる等の課題が

あり一般的には短期間に飛躍的な普及台数の増加は

望めないが、このうち、乗用車のＥＦＶは、自動車

メーカーの開発努力で既存車に対し市場競争力が十

分であるため、普及施策と相まって大量普及につな

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ 平成１６年１０月（　）４２

高田　寛１１４

Table 6　燃費目標基準（乗用車の例）

目標年：２０１０年　燃費：１０・１５モード

２２６６
～

２０１６
～
２２６５

１７６６
～
２０１５

１５１６
～
１７６５

１２６６
～
１５１５

１０１６
～
１２６５

８２８
～
１０１５

７０３
～
８２７

～
７０２

車両重量
ｋｇガソリン

乗用車
６．４７．８８．９１０．５１３１６１７．９１８．８２１．２目標基準

ｋｍ／�

Table 7　低排出ガス車の排出ガス基準

備考ＮＯｘ
ＨＣ

ＣＯ単　位
排ガス規制年

または
レベル

規　制 ＮＭＨＣ試験方法
０．０８

－
０．０８０．６７ｇ／ｋｍ１０・１５モード

’００新短期
規制 １．４０２．２０１９．０ｇ／ｔｅｓｔ１１モード

新短期規制比
２５％　低減

０．０６０．０５０．０６０．６７ｇ／ｋｍ１０・１５モード
☆

低排出
ガス車

１．０５１．３２１．６５１９．００ｇ／ｔｅｓｔ１１モード

新短期規制比
５０％　低減

０．０４０．０３０．０４０．６７ｇ／ｋｍ１０・１５モード
☆☆

０．７００．８８１．１０１９．００ｇ／ｔｅｓｔ１１モード

新短期規制比
７５％　低減

０．０２０．０２０．０２０．６７ｇ／ｋｍ１０・１５モード
☆☆☆

０．３５０．４４０．５５１９．００ｇ／ｔｅｓｔ１１モード

出典）国土交通省ホームページより作成。

Table 8　低排出ガスかつ低燃費車に対する取得・保有段階の税制優遇（２００３年４月改訂内容）

自動車取得税
（営業用３％、自家用５％）

自動車税
（排気量別に税額を設定）

２．７％軽減
概ね５０％軽減

電気自動車
ＣＮＧ車

メタノール車
バス・トラック２．７％軽減

乗用車２．２％軽減ハイブリッド車

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
低燃費かつ

低排出ガス認定車 取得価格から
３０万円控除対象外対象外おおむね５０％軽減対象外対象外

１．５％軽減
（２００３・２００４年度に取得した車について）対象外対象外対象外低ＰＭ認定トラック・

バス

☆☆☆かつ低燃費
車：取得価格から
３０万円控除

（２００３年度に新車
登録した車について）

対象外対象外

☆☆☆かつ低燃費
車：５０％軽減×１年
（２００３年度に新車
登録した車について）

対象外対象外ＬＰＧ自動車

２．７％軽減
（２００３・２００４年度に取得した車について）

５０％軽減×１年
（２００３年度に新車登録した車について）燃料電池自動車＊

注１）自動車税の重課については、車齢１１年超のディーゼル車、車齢１３年超のガソリン車は１０％重課。
　２）自動車税の軽課については、２００３年度に新車登録した車について、２００４年度分を軽減。
　３）自動車取得税については、低公害車は２００３・２００４年度に取得した車、低燃費車は２００３年度に取得した車が軽減対象。
出典）国土交通省ホームページより作成。



がっている。以下に乗用車のＥＦＶの普及状況につ

いて説明する。

　国は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

（１９７９年法律４９号、以下、省エネ法）の改正を行った。

自動車に関しては、増加し続けている燃料消費量抑

制のため、トップランナー方式（製品のうちエネル

ギー消費効率が最も優れているものを基準とする方

式）の考え方に基づいて、ガソリン乗用車、ディー

ゼル乗用車、車両総重量２．５ｔ以下のガソリン貨物

自動車および車両総重量２．５ｔ以下のディーゼル貨

物自動車について、車両重量ごとに燃費目標値の設

定を行っている。Table 6にガソリン乗用車の燃費

目標基準例を示す。１９９５年のガソリン車全体の実績

は１２．６ｋｍ／�であり、２０１０年の全体の目標値は

１５．３ｋｍ／�となるので、約２１．４％の向上となる。

　さらに、２００１年４月に施行された「低燃費車、低

公害車の普及促進税制」に基づき、Table 6に示した

２０１０年燃費基準を達成すると同時にTable 7に示し

た国土交通省の「低排出ガス基準」に適合した自動

車（低排出ガスかつ低燃費車）の購入に対し、Table 

8に示す取得・保有段階の税制優遇を与え普及を図

っている。この制度は、登録後ある一定年数が経過

した車両の自動車税を増やし、税収を中立とするこ

ととしている。

　Fig.2に２００２年１２月末年時点での市販および市販

見込み乗用車の１０・１５モード燃費を燃費目標値とと

もに示した８）。現状では新技術を搭載した多くの

車種は基準をクリアしている。この制度ができて以

来、自動車メーカの開発努力もあり、低排出ガスか

つ低燃費車の販売台数は、Fig.3に示したとおり飛

躍的に増加した９）。その結果燃費基準、環境改善

が実質的に前倒しで達成された形になり、大きな効

果があげられたと考えられる。最近では優遇される

対象は、より環境性能の高い車種（Table 8参照）の

車種に絞られ実施されている。

　５．さらなる普及に向けて

　ＥＦＶの環境性能は高いが、既存車に対しまだま

だ普及台数が少なく、コスト、利便性などが劣るた

め、大量普及につながっていないのが世界的な現状

である。Fig.4に、ＥＦＶ普及に関する悪循環の流れ

をまとめた。現状では多くのＥＦＶのコストは高く

利便性は劣るため、消費者の購入意欲は低い。その

ため需要は少なく、自動車メーカー、インフラ業界

の開発意欲も少ない。従ってコスト改善、利便性向

Ｏｃｔ.，２００４ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２９，Ｎｏ．２ （　）４３
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上につながらないという悪循環に陥っている。この

悪循環を断ち切るためにこれまで種々の施策が実施

され、徐々にではあるが着実にＥＦＶの普及台数は

増加している。乗用車を中心に低排出ガスかつ低燃

費車のＥＦＶの市場競争力は十分にあり、支援施策

と相まって普及が大きく進みつつある。しかし、特

に重量車クラスを中心にその他のＥＦＶに関しては

さらなる普及促進が望まれる。そのため、Fig.5に

示したようなＥＦＶ普及のための良循環のサイクル

の実現に向け、技術開発支援およびインフラ導入支

援、各種優遇措置、ＥＦＶ導入プランならびにＥＦＶ

の普及目的明確化等の方向付けが今後とも必要であ

る。

　ガソリン車、ディーゼル車の排出ガス低減に関す

る技術革新は急ピッチで進んでおり、ＮＯｘやＰＭな

どの大気汚染物質低減という観点で、今後はこれま

でのＥＦＶとの差は縮小したり、一部のＥＦＶは既存

車と融合していくことが考えられるが、一方で地球

温暖化問題への対応等でＥＦＶの必要性はますます

大きくなっていくものと考えられる。そのため、関

連業界、消費者、行政等の関係者間で、情報交換さ

らにはＥＦＶ普及推進事業等を進めるためのネット

ワークを構築することも各種施策の効果を最大限生

かすために望まれる。
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